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件 名

仕 様 書 番 号

作 成 年 月 日

作 成 部 隊 名

陸上自衛隊大宮駐屯地で使用する電気

 陸上自衛隊大宮駐屯地で使用する電気

 １

 令和５年２月１日

 大宮駐屯地業務隊管理科
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仕　　様　　書

１　件　名　　　　　　　陸上自衛隊大宮駐屯地で使用する電気

２　概　要　　　　　　　

 (1)　需要場所 埼玉県さいたま市北区日進町１丁目４０番７

陸上自衛隊大宮駐屯地

 (2)　業種及び用途　　官公署（国家事務）

３　仕　様　

 (1)　供給電気方式等

ア　供給電気方式　　　　：交流３相３線式

イ　供給電圧（標準電圧）：６，０００ボルト

ウ　計量電圧（標準電圧）：６，０００ボルト

エ　標準周波数　　　　　：５０ヘルツ

オ　供給方式　　　　　　：２回線受電方式（常時電力及び予備電力）

カ　蓄熱式負荷設備の有無：無

 (2)　契約電力及び予定使用電力量

ア　契約電力 常時電力　１，１２０キロワット

予備電力　１，１２０キロワット

（契約電力とは、契約上使用できる電気の最大電力をいい、計量器により計測し、

常時算定された値が原則としてこれを超えないものとする。また、予備電力とは、

供給設備等の補修または事故により生じた不足電力の補給にあてるため、常時供給

変電所から予備電線路により常時供給電圧と同位の電圧で供給するものとする。）

イ　予定使用電力量

（月別の予定使用電力量は、別紙第１及び別紙第２のとおり。）

 (3)　供給電力の再生可能エネルギー比率

　供給する電力は「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の基準に準拠する再生可能エネルギー

電力を供給することとし、その電力は再生可能エネルギー比率３０％とする。また、そ

の環境価値は陸上自衛隊大宮駐屯地に移転したこととし、いかなる第三者にも移転しな

いこと。

参照：別紙第３

　　「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の概要（細部は、Going100%-RE100（https://there

 100.org/technical-guidance）を確認すること。）

 (4)　実績最大電力及び実績使用電力量

ア　実績最大電力

（月別の実績最大電力は、別表のとおり。）

イ　実績使用電力量

（月別の実績使用電力量は、別表のとおり。）

 (5)　契約期間

　　令和５年４月１日の０時から令和６年３月３１日の２４時まで。
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 (6)　電力量等の検針

ア　自動検針装置　：有（令和５年３月３１日まで東京電力株式会社が設置している）

イ　電力会社の検針方法：遠隔自動検針（同上）

 (7)　需給地点

 需要場所における陸上自衛隊大宮駐屯地の施設した本線・予備線引込柱上、それぞれ

の開閉器電源側と東京電力株式会社が施設した架空引込線との接続点

 (8)　電気工作物の財産分界点

需給地点に同じ。

 (9)　保安上の責任分界点

電気工作物の財産分界点に同じ。

４　環境配慮契約法に基づく裾切り条件

 (1)　環境配慮契約法に基づく裾切り条件は「二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に

関する取組の状況に関する条件」（別紙第４）のとおりとし、評点の合計が７０点以上

となった者を入札適合者とする。

 (2)　入札に当たっては二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関

する条件を満たすことを示す書類「適合証明書」（付紙第１）を提出すること。

５　特定電源割当証明書の提出

 (1)　陸上自衛隊大宮駐屯地に供給する電力量に占める、再生可能エネルギー電力の比率を

確認できる証明書「特定電源割当証明書」（別紙第５）を半期ごとに提出すること。

 (2)　特定電源割当証明書を提出する際、再生可能エネルギー由来電力量の内訳を示す書類

「再生可能エネルギー由来電力量の内訳書（〇月分）」（付紙第２）を添付すること。

 (3)　入札に当たっては「特定電源割当計画書」（別紙第６）及び「特定電源割当計画書の

内訳」（付紙第３）を提出し、特定電源が割当可能であることを記載すること。

６　その他

 (1)　力率は自動力率調整装置を設置しており、契約期間中は１００％を保持する予定

 (2)　フリッカ発生機器等、電気の質に影響を与えるような負荷設備は特に有していない。

 (3)　毎月の電気料金の算定は、力率の変動、その他の要因による電気料金の調整、及び仕

　　様書に定めのないその他の供給条件については、当該地域を管轄する一般電気事業者が

　　定める特定規模需要の標準（託送）供給条件によるものとする。

なお、入札時の入札価格の算定については、力率１００パーセントで算定し、燃料費

　　調整、及び電気事業者による再生可能エネルギー電力の調整に関する特別措置法に基づ

　　く賦課金は考慮しないこと。

 (4)　本仕様書により定めのない事項、及び内容に疑義が生じた場合は、協議により定める

こと。
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別紙第１

月別予定使用電力量 （季節別時間帯別）

（令和５年４月分 ～ 令和６年３月分）

季別 月　別 ピ ー ク 時 間 昼 間 時 間 夜 間 時 間 月 別 合 計

４月分  ――― １４８,０００ kwh  １０４,９００ kwh  ２５２,９００ kwh  

５月分  ――― １４２,９００ kwh  １２３,６００ kwh  ２６６,５００ kwh  

６月分  ――― ２１７,５００ kwh  １２９,６００ kwh  ３４７,１００ kwh  

７月分  ５９,０００ kwh  １９８,９００ kwh  １９６,９００ kwh  ４５４,８００ kwh  

８月分  ５６,０００ kwh  １９３,６００ kwh  １７９,５００ kwh  ４２９,１００ kwh  

９月分  ５１,０００ kwh  １７３,７００ kwh  １６０,６００ kwh  ３８５,３００ kwh  

１０月分  ――― １７２,５００ kwh  １２８,４００ kwh  ３００,９００ kwh  

１１月分  ――― １４０,３００ kwh  １０１,１００ kwh  ２４１,４００ kwh  

１２月分  ――― １７６,０００ kwh  １２５,９００ kwh  ３０１,９００ kwh  

１月分  ――― １８０,４００ kwh  １４５,６００ kwh  ３２６,０００ kwh  

２月分  ――― １７６,６００ kwh  １２６,７００ kwh  ３０３,３００ kwh  

３月分  ――― １７４,５００ kwh  １１９,３００ kwh  ２９３,８００ kwh  

１６６,０００ kwh  ２,０９４,９００ kwh  １,６４２,１００ kwh  ３,９０３,０００ kwh  

季節別時間帯別の定義

「夏季」 令和５年７月１日から令和５年９月３０日までの期間

「その他季」 　令和５年４月１日から令和５年６月３０日及び令和５年１０月１日

から令和６年３月３１日までの期間

「ピーク時間」 　夏季の毎日午後１時から午後４時までの時間。ただし下記に示す「

休日等」に定める日に該当する時間を除く。

「昼間時間」 　毎日午前８時から午後１０時までの時間。ただしピーク時間および

下記に示す「休日等」に定める日に該当する時間を除く。

「夜間時間」 ピーク時間および昼間時間以外の時間。

「休日等」 休日等とは、次の日をいう。

日曜日

「国民の祝日に関する法律」に規定する休日

そ
の
他
季

夏

季

そ
の
他
季

合 計
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別紙第２

月別予定使用電力量 （休日高負荷電力）

（令和５年４月分 ～ 令和６年３月分）

季別 月 別 平 日 休 日 月 別 合 計

４月分  １８６,２００ kwh  ６６,７００ kwh  ２５２,９００ kwh  

５月分  １８２,３７０ kwh  ８４,１３０ kwh  ２６６,５００ kwh  

６月分  ２７７,４２０ kwh  ６９,６８０ kwh  ３４７,１００ kwh  

７月分  ３２５,６４０ kwh  １２９,１６０ kwh  ４５４,８００ kwh  

８月分  ３５０,９４０ kwh  ７８,１６０ kwh  ４２９,１００ kwh  

９月分  ２７８,２３０ kwh  １０７,０７０ kwh  ３８５,３００ kwh  

１０月分  ２１９,９００ kwh  ８１,０００ kwh  ３００,９００ kwh  

１１月分  １８１,６８０ kwh  ５９,７２０ kwh  ２４１,４００ kwh  

１２月分  ２２２,３７０ kwh  ７９,５３０ kwh  ３０１,９００ kwh  

１月分  ２２６,９６０ kwh  ９９,０４０ kwh  ３２６,０００ kwh  

２月分  ２１５,４６０ kwh  ８７,８４０ kwh  ３０３,３００ kwh  

３月分  ２１４,４４０ kwh  ７９,３６０ kwh  ２９３,８００ kwh  

２,８８１,６１０ kwh  １,０２１,３９０ kwh  ３,９０３,０００ kwh  

休日高負荷電力の定義

「夏季」 令和５年７月１日から令和５年９月３０日までの期間

「その他季」 　令和５年４月１日から令和５年６月３０日及び令和５年１０月１日

から令和６年３月３１日までの期間

「休日」 休日とは、次の日をいう。

土曜日

日曜日

「国民の祝日に関する法律」に規定する休日

「平日」 休日以外の日

そ
の
他
季

合 計

そ
の
他
季

夏

季



別紙第３

「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の概要

 「RE100 TECHNICAL CRITERIA（※）」において、再生可能エネルギー源と認められてい

るのは、以下のものである。

１．バイオマス（バイオガスを含む）

２．地熱

３．太陽光

４．水力

５．風力

また、RE100 における再生可能エネルギー電力の調達方法は、下表のとおり定められてい

る。記載のとおり、電気事業者から購入するほか、自家発電や電力証書の購入等も調達方

法として認められている。なお、調達する再生可能エネルギー電力（電力証書を含む。）

に付随する環境価値については、重複利用がなく、調達者単独の利用であると主張できる

ことが必要となる。そのため、調達者は、電源情報とともに調達者へ環境価値を移転した

こと及び第三者へ移転しないことの証明を電気事業者から得る必要がある。

表　RE100における再生可能エネルギー電力の調達方法

資料：RE100 TECHNICAL CRITERIA を基に作成

※https://www.there100.org/sites/re100/files/2021-08/RE100%20Technical%20Criteria%

20Aug%202021.pdf

６

５．供給者（電気事業者）との契約（グリーン電力メニュー）

６．環境価値を切り離した電力証書の購入

 自家発電

１．企業が保有する発電設備による発電

 購入電力

２．企業の敷地内に供給者が設置した設備から購入

３．企業の敷地外に設置した発電設備から専用線を経由して直接購入

４．企業の敷地外にある系統に接続した発電設備から直接購入
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別　表

月 別 ４月分 ５月分 ６月分 ７月分 ８月分 ９月分 １０月分 １１月分 １２月分 １月分 ２月分 ３月分

最大電力 ６０７kw ６１４kw ９８６kw １,０４４kw １,０３７kw ９３６kw ８３３kw ７０３kw ７７５kw ８１８kw ８０６kw ６７２kw

※ ※ ※

　※１月分から３月分は令和３年の実績

　単位：万ｋｗｈ

月 別 ４月分 ５月分 ６月分 ７月分 ８月分 ９月分 １０月分 １１月分 １２月分 １月分 ２月分 ３月分 合 計

ﾋﾟｰｸ時間 ――― ――― ――― 55,226 54,690 53,062 ――― ――― ――― ――― ――― ――― 162,978

昼間時間 148,953 141,040 198,103 188,683 188,998 184,148 164,424 149,735 185,289 187,673 181,301 184,527 2,102,874

夜間時間 103,249 122,485 120,574 179,038 174,694 175,432 122,498 109,525 130,534 153,348 135,362 114,959 1,641,698

合 計 252,202 263,525 318,677 422,947 418,382 412,642 286,922 259,260 315,823 341,021 316,663 299,486 3,907,550

※ ※ ※

　※１月分から３月分は令和３年の実績

 実 績 最 大 電 力

（令和３年１月分 ～ 令和４年１２月分）

実 績 使 用 電 気 量

（令和３年１月分 ～ 令和４年１２月分）
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別紙第４

１　条　件
 (1)　電源構成及び非化石証書の使用状況並びに二酸化炭素排出係数の情報開示［※１］

をしており、かつ、①令和元２度１ｋｗｈ当たりの二酸化炭素排出係数、②令和２
年度の未利用エネルギー活用状況、③令和２年度の再生可能エネルギー導入状況、
④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組の４項目に係る数値を以
下の配点表に当てはめた場合の評点の合計が７０点以上であること。

要　　素 得　点

①令和２年度１ｋｗｈ当たりの二酸化 ０.０００以上 ０.３７５未満 ７０

炭素排出係数（調整後排出係数） ０.３７５以上 ０.４００未満 ６５

（単位：kg-CO2/kWh） ０.４００以上 ０.４２５未満 ６０

０.４２５以上 ０.４５０未満 ５５

０.４５０以上 ０.４７５未満 ５０

０.４７５以上 ０.５００未満 ４５

０.５００以上 ０.５２５未満 ４０

０.５２５以上 ０.５５０未満 ３５

０.５５０以上 ０.５７５未満 ３０

０.５７５以上 ０.６００未満 ２５

０.６００以上 ０.６９０未満 ２０

０.６９０以上 ０

②令和２年度の未利用エネルギー活用 １０

状況 ０％超　０.６７５％未満 ５

活用していない ０

③令和２年度の再生可能エネルギー導 ７.５０％以上 ２０

入状況 ５.００％以上 ７.５０％未満 １５

２.５０％以上 ５.００％未満 １０

０％超  2.５０％未満 ５

活用していない ０

④需要家への省エネルギー・節電に関 取り組んでいる  ５

する情報提供の取組  　　 取り組んでいない ０

［※１］経済産業省「電力の小売営業に関する指針」（最新版参照）に示された電源構
成等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。ただし、新
たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、電源構成を開示していない
者は、事業開始日から１年間に限って開示予定時期（事業開始日から１年以内に
限る）を明示することにより、適切に開示したものとみなす。

２　添付書類等
  入札に当たっては、競争参加資格確認関係書類として、１(１)の条件を満たすこと
示す書類（付紙第１）及びその根拠を示す書類を添付すること。

　　
３　契約期間内における努力等
 (1)　契約事業者は、契約期間の１年間についても、１(１)の表による評点の合計が

７０点以上となるように電力を供給するよう努めるものとする。
 (2)　１(１)の基準を満たして電力供給を行っているかの確認のため、必要に応じ関係

書類の提出及び説明を求めることがある。また、契約事業者は、契約期間満了後可
能な限り速やかに、１(１)の基準を満たして電力供給を行ったか否か、報告するも
のとする。

０.６７５％以上

二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件

区　　分
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付紙第１

令和　　年　　月　　日

分任契約担当官

陸上自衛隊大宮駐屯地

第３３８会計隊　大宮派遣隊長　殿

住　　　所

会　社　名

代表者氏名 印　　

　下記のとおり相違ないことを証明します。

１　電源構成及び非化石証書の使用状況並びに二酸化炭素排出係数の情報開示方法

２　令和２年度の状況

項　　目 自社の基準値 点　数

①
令和２年度１ｋｗｈ当たりの二酸化炭素排出係数
（単位：kg-CO2/kWh）

② 令和２年度の未利用エネルギー活用状況

③ 令和２年度の再生可能エネルギー導入状況

項　　目 取組の有無 点　数

④
需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供
の取組

３　記載要領
 (1)　項目１は経済産業省「電力の小売営業に関する指針」に示された開示に関する望
　　ましい方法に準じて実施していること。なお、新たに電力の供給に参入した小売電
　　気事業者（参入日から１年以内に限る）であって、電源構成の情報を開示していな
　　い者は、事業開始日及び開示予定時期を番号の記入欄に記載すること。
 (2)　項目２の自社の基準値及び点数には、別紙第４により算出した値を記載すること。

４　入札適合者
 (1)　項目１を明示し、且つ項目２の合計点数が７０点以上となった者を入札適合者と
　　する。
 (2)　項目１及び項目２の条件を満たすことを示す書類を添付すること。

① ～ ④の合計点数

適 合 証 明 書

開　示　方　法 番　号

　①ホームページ　　②パンフレット　　③チラシ
　④その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）
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別紙第５

令和　　年　　月　　日

特定電源割当証明書

　陸上自衛隊大宮駐屯地

　第３３８会計隊大宮派遣隊長　殿

住　　　所

会　社　名

代表者氏名 印　　

下記のとおり陸上自衛隊大宮駐屯地に、電力を供給したことをここに証する。

 また、供給電源情報に記載した、割当電力量に係る環境価値について、陸上自衛隊大宮

駐屯地に移転したこと、また、いかなる第三者に移転されていないことをここに証する。

１　お客様情報

お客様番号

需要場所名

需要場所住所

契約電力

２　供給期間

使用期間

３　供給電源情報

供給元発電所

発電方法

住　所

割当電力量

４　再生可能エネルギー由来電力量の情報

区　　分 ４月分 ５月分 ６月分 ７月分 ８月分 ９月分 計

再エネ由来電力量
（ｋｗｈ）　【Ａ】

供給電力量
（ｋｗｈ）　【Ｂ】

再エネ比率
（％）　【Ａ／Ｂ】

区　　分 １０月分１１月分１２月分 １月分 ２月分 ３月分 計 合　計

再エネ由来電力量
（ｋｗｈ）　【Ａ】

供給電力量
（ｋｗｈ）　【Ｂ】

再エネ比率
（％）　【Ａ／Ｂ】

　※　各月の内訳（付紙第２）を添付すること。

〇〇〇〇〇〇〇〇ｋｗｈ

〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇

埼玉県さいたま市北区日進町1－４０－７

陸上自衛隊大宮駐屯地

１，１２０ｋｗ

令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日
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付紙第２

１　再生可能エネルギー電力

供給元発電所名 住　　所
再生可能

エネルギー源
種類

割当電力量
（ｋｗｈ）

２　証書による環境価値移転量（※）

供給元発電所名 住　　所
再生可能

エネルギー源
種類

環境価値移転量 発電期間 認証番号

　※　環境価値を持つ証書を用いた電力メニューを提供する場合のみ記載

３　再生可能エネルギー由来電力量の総量

再生可能エネルギー由来電力量の内訳書（〇月分）

　再生可能エネルギー電力の合計（ｋｗｈ）【Ａ】

　証書による環境価値移転量の合計（ｋｗｈ）【Ｂ】

再エネ由来電力量 【 Ａ ＋ Ｂ 】 〇〇〇〇〇〇〇ｋｗｈ 
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別紙第６

令和　　年　　月　　日

特定電源割当計画書

　陸上自衛隊大宮駐屯地

　第３３８会計隊大宮派遣隊長　殿

 住　　　所

 会　社　名

 代表者氏名 印　　

下記のとおり陸上自衛隊大宮駐屯地に、電力を供給することを計画する。

 また、供給電源情報に記載した、割当電力量に係る環境価値については、陸上自衛隊大

宮駐屯地に移転する計画である。

１　需給場所

需要場所名

需要場所住所

２　供給期間

使用期間

３　再生可能エネルギー由来電力量の情報

区　　分 ４月分 ５月分 ６月分 ７月分 ８月分 ９月分 計

再エネ由来電力量
（ｋｗｈ）　【Ａ】

供給電力量
（ｋｗｈ）　【Ｂ】

再エネ比率
（％）　【Ａ／Ｂ】

区　　分 １０月分 １１月分 １２月分 １月分 ２月分 ３月分 計

再エネ由来電力量
（ｋｗｈ）　【Ａ】

供給電力量
（ｋｗｈ）　【Ｂ】

再エネ比率
（％）　【Ａ／Ｂ】

区　　分

再エネ由来電力量
（ｋｗｈ）　【Ａ】

供給電力量
（ｋｗｈ）　【Ｂ】

再エネ比率
（％）　【Ａ／Ｂ】

　※　再エネ由来電力量の内訳（付紙第３）を添付すること。

合　　計

陸上自衛隊大宮駐屯地

埼玉県さいたま市北区日進町1－４０－７

令和５年４月１日　～　令和６年３月３１日
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付紙第３

１　再生可能エネルギー電力

供給元発電所名 住　　所
再生可能

エネルギー源
種類

割当電力量
（ｋｗｈ）

年間発電能力
（約万ｋｗｈ）

２　証書による環境価値移転量

供給元発電所名 住　　所
再生可能

エネルギー源
種類

環境価値移転量 備　考

　※　計画書作成時において、供給発電所等が未定である場合は、可能な範囲で記載し、再エネ

　　由来電力量が割当可能であることを記載すること。

３　再生可能エネルギー由来電力量の総量

特定電源割当計画書の内訳

　再生可能エネルギー電力の合計（ｋｗｈ）【Ａ】

　証書による環境価値移転量の合計（ｋｗｈ）【Ｂ】

再エネ由来電力量【 Ａ ＋ Ｂ 】 〇〇〇〇〇〇〇ｋｗｈ 


